
別紙取扱品目

品目 取扱いの有無 参考：営業所管理者

次の２項以外 薬剤師
医療用医薬品

医療の用に供するガス類 薬事法施行規則第１５４条第
その他これに類する医薬品 １項第１号イ～ニ

歯科医療の用に供する医薬品 薬事法施行規則第１５４条第
１項第２号イ～ニ

要指導医薬品

第一類医薬品

一般用医薬品 第二類医薬品 みなし合格登録販売者（既存
薬種商販売業者）

第三類医薬品

推定による販売品目数 品目

（特定品目群のみを取り扱う場合）

取り扱う特定品目群の名称


